
ポスターパンフA4_縦（パワポ）png



受賞団体の功績概要
“稲作作業受託・耕畜連携の推進で地域を牽引”

郡司 啓一郎
ぐんじ けいいちろう

【栃木県那須塩原市】

受賞理由

① 機械利用組合設立による経営の合理化
② 完熟堆肥投入による高品質アスパラガス生産技術の確立
③ 耕畜連携の推進

事業を契機に機械利用組合を設立

国営那須野原地区（S42～H6年度）は、栃木県の

北東部に位置し、那珂川と箒川にはさまれた広大な
扇状地で米、麦や畜産を主体とした農業地帯です。

事業によって生産性の高い農地が整備されたことを
契機に、昭和４８年に、郡司氏が中心となり機械利用
組合を設立しました。

完熟堆肥導入による高品質アスパラ生産技術の確立

関連事業（中山間地域総合整備事業）が平成12年度に
完了したことを契機に、平成15年、アスパラガスのハウス

栽培を導入するとともに、水稲と組み合わせた収益性の
高い土地利用型農業を展開しています。
アスパラガスは好気性の根であるため、過湿にならな

いよう少量のかん水を頻繁
に行う必要があり、かんがい
施設の整備は不可欠でした。
生産されたアスパラガスは、

栃木県

那須野原地区

Ｎ

作業受託推進で経営を合理化

耕畜連携の推進

郡司氏は、整備された基盤を活用し、地域のリー
ダーとして稲作作業受託のほか、アスパラガスの栽
培指導、蟇沼地区のライスセンターの整備、家族協
定の締結を行うなど、地域農業の維持発展に貢献し
ています。

大型機械の導入により稲作作業の効率化と経営の
合理化を図りました。また、郡司氏は当組合の組合長
として、また機械のオペレーターとして、周辺農家の
作業受託(平成19年組合受託面積16ha､うち郡司氏
7.5ha）を積極的に行い、耕作放棄地発生の未然防止
にも貢献しています。

市場評価も高く、高値で取引
されています。

アスパラガスは、多肥を好む作物であるため、地域の
畜産農家と連携して良質な堆肥を安定的に確保するシ
ステムを構築しています。また、完熟堆肥を自ら生産す
るため、平成15～16年、自らの敷地に堆肥盤を整備する
とともに、耕畜連携システムの確立を目的として堆肥生
産のための各種機械を整備しました。

なお、基盤整備により団地化された水田において地域
の畜産農家を供給先とした飼料作物への転作を行って
います。

機械利用組合が設立さ
れたことにより、中山間地
域に位置し平均水田面積
0.9haと経営規模の小さ

い蟇沼（ひきぬま）地区に
おいて、機械の過剰投資
が抑えられ生産コストの
削減が図られています。

｢那須の高原アスパラ｣として
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“釜無川右岸用水を活用したハウス桜桃栽培”

ＪＡこま野西野支所ハウス桜桃生産委員会
にしの

【山梨県南アルプス市】

受賞理由

事業を契機に桜桃のハウス栽培を開始

国営釜無川右岸地区（S40～49年度）は、甲府盆

地の西側に位置し、御勅使川の氾濫により生じた砂
礫層からなる扇状地で、地区の北部は穀倉地帯、中
南部は果樹地帯が形成されています。

畑地かんがい施設の整備により安定した農業用水

が確保されたことを契機に、昭和５５年に西野地区の
3人の農家で桜桃のハウス栽培を始めました。

冬期のハウス内かん水の実施

おうとう

① 加温ハウスの桜桃栽培で地域ブランドを確立
② 冬期のハウス内かん水の実施
③ 新たにハウスさくらんぼ観光農園を実施

山梨県

釜無川右岸地区

Ｎ

↓ 貯蔵花粉

（-55℃で花粉を保管）

↑ハウス桜桃への
スプリンクラー散水

冬期のハウス内かん水の実施

加温ハウスの桜桃栽培で地域ブランドを確立
新たにハウスさくらんぼ観光農園を実施

ハウス桜桃生産委員会が国営事業等で整備された
基盤を活用して確立したハウス桜桃栽培の温度管理
や花粉貯蔵技術等の技術は、露地（サイドレス栽培）
や他の果樹にも応用され、地域の果樹産地としての
維持発展に大きく貢献している。

当釜無川右岸の畑地かんが
い施設は、冬期は凍結防止の
ため原則としてスプリンクラー
は使わないこととしており、冬期
のかん水に係る重労働に苦労
していたが、ドリップかんがい

（樹下点滴かんがい）をいち早く
導入することで、冬期かん水に
係る労力の軽減を実現してい
る。

加温ハウスは温度管理が難しく、また、花の開花
（2月頃）が露地栽培の桜桃(4月頃)とは異なるため

花粉を確保するのが困難でしたが、加温機による温
度管理や前年の花粉を貯蔵して使う方法を開発した
ことにより、適期受粉が可能となり、人工授粉が効率
よくできるようになったことで、結実も良くなり、収量が
増大しました。

このことにより、収益性の高い加温ハウスでの桜桃
栽培が可能となり、市場でも評価の高いハウスさくら
んぼとしてのブランドが確立されました。

加温ハウスで栽培された桜桃は、JAを通じ市場に出

荷され、高い品質と安定した生産により、有名デパートを
中心に取り扱われてきましたが、変動ある市場取引によ
らない安定した収入を得るため、平成5年からJAを窓口

としたハウスさくらんぼの観光にも取り組み、最も労力の
かかる収穫作業の軽減と同時に、経営の安定を図って
います。

3



“農地の集積、作業受託を通じ地域に貢献”

静岡県 農事組合法人 グリーンファーマーズ藤枝
ふじえだ

【静岡県藤枝市】

受賞理由

地域農業を担う法人の設立

大井川用水地区

国営大井川用水地区（H11～H26年度）は、静岡県

のほぼ中央、大井川及び菊川などの扇状地として形
成された沖積平野からなる農業地帯に位置していま
す。

事業によって安定した農業用水が供給される中、平
成17年に法人を設立し、地域農業の担い手として水

田集積や大型機械導入による水稲作業受託を推進し
ています。

良質米生産による市場開拓

① 土地利用集積による効率的な土地利用型農業の確立
② 良質米生産による市場開拓
③ 食農教育等の実践により地域へ貢献

Ｎ

土地利用集積による効率的な土地利用型農業の確立

良質米生産による市場開拓

このように、当法人は、土地利用集積や作業受託

を通じ、地域の水田農業の担い手として国営大井川
用水地区の営農推進に貢献しています。
また、食農教育を通じて地元の活動にも積極的に

参加し、地域の活性化を推進しています。

高齢化や混住化が進み、水田農業の担い手確保

が困難となる中、地域の水田をJA農地保有合理化事
業により集積し、作業受託及び経営規模の拡大を進
めるとともに、コンバイン等の大型機械を導入し、農作
業の効率化や人件費削減により経営の合理化を図っ
ています。
また、小麦、大豆などの転作作物のブロックロー

テーションを推進するとともに、水稲収穫後に裏作とし
てレタス（秋冬作）を導入するなど農地の高度利用を
行い、収益性の高い水田農業経営を確立しています。

さらに、地域内で事情により作付ができなくなった
農家の水田も、柔軟に作業の請負要請に対応する等、
耕作放棄地発生の未然防止にも貢献しています。

整備された基盤と安定した用水供給により、良質米
の生産が可能となり、一等米で良食味の米を「おおす
米」として地元ＪＡ直売所で販売し、消費者から高く評価
されています。
また、小麦は経済連のほか県内製粉会社等と、大豆

は地元豆腐店と、さつまいもは地元酒造会社と販売契
約を結ぶ等の販路開拓も行っています。

食農教育等の実践により地域へ貢献

地域の子ども達に食の大

切さを知ってもらうため、田
植え、サツマイモ掘り、落花
生の植え付けと収穫体験、
収穫した作物でのお菓子作
り等、子ども達の農業への
関心を高める食農教育を実
践しています。
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静岡県
とぴあ浜松ぶどう研究会

全国表彰

受彰団体の概要

　名　　称：ＪＡとぴあ浜松ぶどう研究会

　所 在 地：静岡県浜松市北区細江町

　構成農家戸数：22戸（専業）

　経営面積：4.5ha

　主要作物：ぶどう（品種：ピオーネ）

地域の概要

取組の概要

  平成20年12月11日（木）砂防会館（東京都千代田区）において、農林水産省及び全国土地改良業団体事業
連合会の主催により「平成20年度土地改良事業地区営農推進優良事例表彰」の表彰式が開催されました。
  関東農政局管内では、ＪＡとぴあ浜松ぶどう研究会(静岡県浜松市）が受益農家集団の部において農村振
興局長賞を受賞しましたので、その取り組み内容を紹介します。

　国営かんがい排水事業「浜名湖北部」は、静岡県西部
の浜松市に位置する樹園地地帯です。
　古くからみかん栽培が盛んな地域で、栽培に用いる用
水は、天水や渓流水等に依存していたことから恒常的な
用水不足が生じ不安定な農業生産を余儀なくされ農業収
入のほとんどは冬期間に限られる状況にありました。
　国営事業及び県営畑地帯総合整備事業により畑地かん
がい施設が整備されたことにより、水分コントロールを
必要とするハウス栽培の導入が可能となり、安定した高
品質果樹の複合経営が展開されています。

○高品質果樹の複合経営の確立
　みかんを中心とした果樹産地の夏場の収入源として、栽
培を始めたぶどう「ピオーネ」は、市場でも高く評価され
ており、浜松市のブランドとして定着しています。自ら設
計・施工したハウスにかん水チューブを設置し、試行錯誤
により作成した独自のかん水マニュアルで水量制御をして
生産されたピオーネは高い糖度と芳醇な香りで「幻のぶど
う」と呼ばれています。また、消費拡大を目的に観光ぶど
う狩りを実施し、県内外から多くの来場者があります。
○エコファーマーの認証取得
  減農薬・減化学肥料栽培、有機質資材を投入した土づく
りにも取り組み、平成17年、ぶどう研究会会員の5名が県
内ぶどう生産者として初めてエコファーマーの認証を取得
しました。平成20年4月時点、エコファーマーは7名となり
今後も環境と人に優しいぶどう栽培を進めていくこととし
ています。
○消費者ニーズに対応した商品づくり
  現在、新たな消費者ニーズに対応するため、他品種の導
入や皮ごと食べられるピオーネの栽培等にも取り組んでお
り、今後も高級ぶどう産地としての地位を維持・発展させ
たいと、弛まぬ努力を「やらまいかスピリッツ」※で続け
ています。

※「やらまいかスピリッツ」：「やってやろうじゃないか」
という挑戦者精神・開拓者精神を示す地域の言葉。
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茨城・「お水の世界」の案内状

講師　本田宏一氏

メキシコ・モロレス州の農業 畑かん産地：

　

　 

６

　関東農政局国営土地改良事業地区営農対策委員会では、平成 20 年 9 月 25 日 ( 木 )、さいたま新都心合同

庁舎 2号館において、「営農推進研修会」を開催しました。以下はその講演概要をまとめたものです。

　メキシコ・モロレス州の農地面積は18万8千ha、そのうち、
かん水ができるところは約5万haです。平均気温は真冬でも
20℃で、雨が降る雨期と全く雨が降らない乾期に分かれた
２季の国です。
　乾期に水があれば年間を通じて作物ができる常春の地です
が、水がなければ全く作物ができないゼロか１００の世界で
す。
　また、メキシコの農業は平均耕作面積3～4haの小規模農家
圏と経営規模500ha以上の輸出農業地帯に２極化しています。
メキシコの輸出農業地帯は拡大していますが、地表水と地下
水とも減少・枯渇傾向にあり、「水」が大きな問題となって
います。そんな中で日本は土・水・人という資源に恵まれた
奇跡の国だと感じています。

　平成16年の台風による茨城県の野菜の湿害被害額は41億円に
も上りました。茨城の台地は水抜けの悪い常総粘土層の上に黒
ボク土が乗った形をしています。地形的に水のたまりやすい多
湿黒ボク土が県全体で5,345haあり、特に県北と県西に多い。
　平成3年も大湿害の年でしたが、基盤整備が完成したばかり
の岩井北部地区では、平年と変わらず青々としたレタス畑が広
がっていました。地域によっては基盤整備を実施し、まず湿害
が起こらないようにするということが大事です。
　近年は野菜の作期が前進し、定植や播種時期が雨の少ない夏
の暑い時期と重なるものが増え、水が自由に使えるということ
が大事になります。

　 

－水・土地一体の舞台つくりで“夢をかたちに”－

全国農業協同組合連合会茨城県本部
生産資材部アグリ開発課　技術顧問

水を抜き、水を使えるようにして良質多収

お水がほしい！！

乾期の畑地

（０か１００の世界）

雨期のトマト畑

（雨の降り方で

干ばつに）

メキシコ農業のアキレス腱･･･水

１．河川水と湖沼水の減少と枯渇

（リオ･グランデ川、リオ・コンチョス川、チャパラ湖等）

２．地下水位の低下と枯渇

（グアナファト・年間２～５ｍの水位低下、他各地）

３．山に樹木がなく、枯渇する湧水源

４．止まらぬ水質汚染

５．仮想水の輸入（食糧）と輸出（野菜類、肉類）が食卓
直撃

６．広がる輸出農業地帯・・あそこがダメならあちらに行
くさ・・パッカーの論理

＊奇跡の国・日本の資源を見直す

基盤整備で湿害知らずの産地に一変

整然としたほ場と

排水路の水

用水枡

ハクサイの生育状況

畑かんで干ばつ知らずの産地に一変

茨城県霞ヶ浦用水推進事務所

各種露地野菜に対するかん水の効果
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良質な野菜産地：水田の汎用化 市場の変化

これからの日本の農業

　茨城県では田の転換畑で野菜の作付けを推奨しています。
野菜の種類によっては収量差のでる場合もありますが、適
切な技術対策を講ずれば、むしろ普通畑よりも収量が勝る
ケースも多いのです。汎用耕地としてみた基盤整備水田の
魅力は、「均平で機械化しやすい」「排水対策がなされて
いる」「連作障害の予防が可能で環境に優しい農業の展開
が可」等があります。
　どう強みを生かしていくかということだと思います。

　ここ数年、青果物をめぐる市場が大きく変化しております。
　まず、消費量が右肩下がりの時代の中で、小売り形態は個
人の成り行き商売から、量販店中心のシステム販売に様変わ
りしました。食の面では内食から外食・中食が増加し、それ
に伴い加工・業務用の需要が大きく伸びています。
　このような背景のもとで、取引は競売から情報販売に変わ
り、産地は欠品を出さないように計画的かつ長期出荷が求め
られています。海外の動向にも目が離せません。
　こうした変化に敏感に対応できるということが、生き残り、
成長するための条件です。
　それには水・土地一体となった舞台が整っていなければな
りません。

　食料はこれから単なる商品ではなく戦略物質になってい
きます。
　農業を跡継ぎだからということではなく、職業として選
ぶ担い手が育ち、新しい作物の導入や施設化にチャレンジ
する経営のプロとして農業をやっていってほしい。
　日本のこの豊かな資源を有効活用するためには、土地改
良事業を積極的に活用して「水・土地一体の舞台」を整え、
ぜひ積極的な農業を実践していってほしいと願うものです。



　表紙の写真は、国営土地改良事業｢中信平二期地区｣

の受益地内、塩尻市洗馬でのスプリンクラーを利用し

たレタスの栽培風景です。なだらかな扇状地に広がる

農地はレタスで埋まり、耕作放棄地は見あたりません。

　食料自給力の向上が求められる中、消費者の方々に

も生産現場の実態をご理解いただき、生産者とともに

活路を見いだす日本であって欲しいと思います。 ＴＥＬ　０４８-７４０-０５１５(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「畑地かんがいで未来を創る～畑地かんがい用水を利用した営農のすすめ～」

　国営土地改良事業の効果を十分に発揮するためには、整備された基盤を活かした営農の展開が必要です。

このため、関東農政局では国営土地改良事業地区の営農推進を図るため、局の室部課横断的な組織「国営

土地改良事業地区営農対策委員会」を設置しています。

　今回、その活動の一環として、パンフレット「畑地かんがいで未来を創る～畑地かんがい用水を利用し

た営農のすすめ～」を作成しました。畑地かんがい導入によるメリットや新しい畑地かんがい技術を写真

やデータで紹介しています。是非、畑地かんがい用水を利用した営農の推進にご活用下さい。
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